
(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAX

食品基準審塞摯颯 嚢璽⊆鋒曇査室宛
東京都千代田区霞が関1-2-2

03(5253)1111(内線4287)
03(3595)2423(18時以降)

03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FAX)

平成十ノ年7 月′メ日
晋解繁J』ヨ風夢甲証拿i亀多胃声全拿晏堂生分科会農薬1動物用医薬品部会
磐等2F申

請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取
.(割

当て)額等についそ1別紙のとおり回

①食品中のジフェノコナゾールの残留基準の設定について

②食品中のピラジフルミドの残留基準の設定について

③食品中のフルチアニルの残留基準の設定について

④食品中のホルペットの残留基準の設定について

⑤食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について

⑥食品中のメピコートクロリドの残留基準の設定について

寄付金・契約金等受取 (害」当て)額等回答表



(別紙 )

①食品中のジフェノコナゾールの残留基準の設定について

●寄付金雀留蓼肇警蓄話鍵漣豪万髪
ン2二≧豊2エバ≧塾型賭劉L_____一一三

=理覇蔚澤轟F竃戸扉訂
~~種

舌藻こ
~

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

● 申請資料等の作成|ビ密接に関与          ~~
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

当該年度における受取額
□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万 円超

1 

特記事項

②食品中のピラジフルミドの残留基準の設定について

●寄付金・契約零彗デ蓄語罐薩豪券屏
国輯艶墨株ゴ置議五______一―一一―一I=頂罰覆薦藻

「
I戸蒲7~ 口/無し

該当の有無 :□

該当の有無 :□

該当の有無 :□

該当の有無 :□

し

し

鉦
小
缶
小

ご

ビ

「
‐

‐

Ｊ

有

有

し

じ

鉦
小
盤
ハ

ビ

げ

「

‐

‐

Ｊ

有

有

当該年度における受取額
□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

1 

特記事項

③食品中のフルチアニルの残留基準の設定について

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 才旨導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式
□ その他(                  )

● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

● 申請資料等の作成に密接IE

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

→ 受取の有無:□ 有り  目
′
無し

当該年度における受取額
□ 50万円以下

□ 50万 円超～500万円以下
□ 500万 円超

当の有無 :
し

し

無

無

Ｊ

． ‐

有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権 特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式
□ その他(                  )

該当の有無 :

● 申請資料等の作成に密接に関与
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係



④食品中のホルペットの残留基準の設定について

企業名堕 請企業豊労  コ スタライフサイエンス

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料 商ヽ標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

● 寄付金 契約金等の受取(割 当て)額 → 受取の有無:□ 有り  げ 無し
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29

申請資料等の作成に密接に

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

□ 平成27年度
□ 平成28年度

平成29年

● 申請資料等の作成に密接に関与
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

当該年度における受取額
□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

●

●

ｒ
‐
‐
」

該当の有無 :

該当の有無 :

該当の有無:□

該当の有無:□

し

し

無

無
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，
署有

有

⑤食品中のメタフルミツンの残留基準の設定について

●寄付金・契約金等ガ蓄謡罐薩豪ラダ
国鋸議襲挑ゴ置当上________一一――I=理罰冠雇藻ごI戸雇汀

~ 
ゴ 無し

当該年度における受取額
□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万 円超

●

●

ｒ
‐
‐
」

し

し

無

無
一１

／
由
回

有

有

⑥食品中のメピコートクロリドの残留基準の設定について

● )額 → 受取の有無:□ 有リ  ビ 無し
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度 当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万 円超

該当の有無 :

該当の有無 :

□ 有り
□ 有り

し

し

無
無

ロ

ゴ

「
‐
‐
Ｊ

膠

□

□

□

□

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬
講演料  □ 原稿執筆料

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式



（宛　先）

〒100－8916
電話

FAX

厚生労働省医薬・生活衛生局

食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛御中

東京都千代田区霞が関1－2－2
03（5253）1111（内線4287）
03（3595）2423（18時以降）
03－3595－2432（残留農薬等基準審査室FAX）

以下の申詞こ係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）類書について、別紙のとおり回
答する。

①食品中のジフ工ノコナソールの残留基準の投定について

②食品中のビラジフルミドの残留基準の設定について

③食品中のフルチア二ルの残留基準の設定について

④食品中のホルペットの残留基準の投定について

⑤食品中のメタフルミゾンの残留基準の駿足について

⑥食品中のメピコートクロリドの残留基準の投定について

現職　証壇糾背　後浸
氏名　、行ム徒弟



（別紙）

①食品中のジフ工ノコナソールの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　　シンジ工ンタジャパン株式
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口　平成27年度

□　平成28年度
□　平成29年度

→　受取の有無：口　有り

当該年度における受取額
□　50万円以下

口　50万円超～500万円以下
口　500万円超

【受取額の内訳】
□　 寄附金（奨学寄付金含む） □　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料

口　 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□　 講演料　　 口　 原稿執筆料 □　 当該企業の株式

口　 その他（ ）

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

②食品中のビラジフルミドの残曾基準の披定について

企業名（申請企業等）：　　日太豊薬株式会社
●寄付金“契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口　平成27年度

□　平成28年度
口　平成29年度

一→　該当の有無：口　有り
→　該当の有無：□　有り

L
 
L

無
無

J

J

］

＿　受取の有無：□　有り　吋／無し

当該年度における受取額
□　50万円以下
口　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】
□　 寄附金（奨学寄付金含む） 口　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料
口　 特許権“特許使用料・商標権による報酬

口　 講演料　　 □　 原稿執筆料 口　 当該企業の株式
口　 その他（ ）

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

（⑰食品中のフルチア二ルの残留基準の散定について

企業名（申請企業等）：　　OATアグリオ株式会社
●寄付金“契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口　平成27年度

口　平成28年虎
口　平成29年度

→　該当の有無：口　有り
→　該当の有無：口　有り

L
 
L

無
無

閣

高

音

＿受取の有意‥口有り　イ象し
当該年度における受取額

□　50万円以下
口　50万円超～500万円以下

口　500万円超

【受取額の内訳】

口　 寄附金（奨学寄付金含む） ロ　研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料

□　 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□　 講演料　　 口　 原稿執筆料 口　 当該企業の様式

□　 その他（ ）

●申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り
特記事項



④食品中のホルペットの残留基準の散定について

企業名（申請企業等）：　　ナノスタライブサイエシフ
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成27年度

□　平成28年度

＿受取の有意‥口有り　㌔果し

当該年度における受取額
□　50万円以下

□　50万円純一500万円以下

500万円超□　 平成29年度 」　 S　 bUU万
【受取額の内訳】
口　 寄附金（奨学寄付金含む） 口　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料”指導料
口　 特許権・特許使用料・商標権による報酬

ロ　 講演料　　 口　 原稿執筆料 口　 当該企業の株式
口　 その他（ ）

申請資料等の作成に密接に関与 →　 該当の有無：口

成29年度

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

㊥食品中のメタフルミゾンの残留基準の投定について

企業名（申請企業等）：　　日大農薬株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成27年虎

口　平成28年度

→　該当の有無：口　有り

L
 
L

無
無

ノ

乱

す

］

→　受取の有無：口　有り　㌔無し
当該年度における受取額

口　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

ロ　 平成2 9年度 」　 口　 500万

【受取額の内訳】
ロ　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料口　 寄附金（奨学寄付金含む）

口　 特許権・特許使用料・商標権による報酬
口　 講演料　　 □　 原稿執筆料 口　 当該企業の株式

ロ　 その他（ ）

●申請質料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

⑥食品中のメピコートクロリドの残留基準の散定について

企業名（申請企業等）：　　BASFジャパン株式全を
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口　平成27年虎
口　平成28年度

ー→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

L
 
L

無
無

イ

オ

］

＿受取の有禦‥口有り　㌔薫し

当該年度における受取額
□　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

口　 平成29年度 」　 口　 500万

【受取額の内訳】
ロ　 寄附金（奨学寄付金含む） 口　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料

□　 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□　 講演料　　 口　 原稿執筆料 口　 当該企業の株式

口　 その他（ ）

●申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：ロ　有り

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り
特記事項

L
 
L

無
無

イ

オ

］



(宛先)

〒100-8916

　　電話

　　FAX

　　　厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

　　　　　東京都千代田区霞が関1-2-2
　　　03(5253)1111(内線4287)
　　　03(3595)2423(18時以降)
　　　03-3595　一一　2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答表

　　　　　　　　　　　　　　　平成29年ク月20日
平成29年8月2日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のジフェノコナゾールの残留基準の設定について

②食品中のピラジフルミドの残留基準の設定について

③食品中のフルチアニルの残留基準の設定について

④食品中のホルペットの残留基準の設定について

⑤食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について

⑥食品中のメピコートクロリドの残留基準の設定について

現職国座i瞼￠〃 di-fh% v'磁長

一一/



(別紙)

①食品中のジフェノコナゾールの残留基準の設定について

企　名(申請企業等): ぐン巳エン　巳　パン　　ム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　ロ　平成27年度

　　ロ　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　冨無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

ロ
ロ
ロ
ロ

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[⌒
→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り

し
し

無
無
ー

団
冨

②食品中のピラジフルミドの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): △

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　回　無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　ロ　500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

ロ　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　

→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り

し
し

無
無
ー

団
冨

③食品中のフルチアニルの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): OAT ム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　ロ　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　幼　無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
ロ
ロ

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[⌒

→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り

し
し

無
無
ー

画
団



④食品中のホルペットの残留基準の設定について

企業名(申一企業等): 1ス　ー　フ　　エンス

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　ロ　平成27年度

　　口　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　M　無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　ロ　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

ロ　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[…
→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:ロ　有り

 M　無し

 団　無し　
]

⑤食品中のメタフルミゾンの残留基準の設定について

企業名(申言企業等): △

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　ロ　平成28年度

　　ロ　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　□　無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　ロ　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　

→　該当の有無:ロ　有り

→　該当の有無:ロ　有り

し
し

無
無
ー

図
図

⑥食品中のメピコートクロリドの残留基準の設定について

企業名(申言企　等):  ASFξ◆　ノ¶ン　　　　ム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　□　無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　ロ　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口

口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　
→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り

し
し

無
無
ー

口
口


























